
○
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
六
号
）

改

正

案

現

行

（
同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
）

（
同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
）

第
八
条

令
第
三
条
に
規
定
す
る
貸
出
金
と
し
て
総
理
府
令
・
大
蔵
省
令
で
定
め
る
も

第
八
条

令
第
三
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項

の
は
、
資
金
の
貸
付
け
又
は
手
形
の
割
引
の
う
ち
別
紙
様
式
第
二
号
中
の
信
託
財
産

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
貸
出
金
と
し
て
総
理
府
令
・
大
蔵
省
令
で
定
め
る

残
高
表
の
貸
出
金
勘
定
に
計
上
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

も
の
は
、
資
金
の
貸
付
け
又
は
手
形
の
割
引
の
う
ち
別
紙
様
式
第
二
号
中
の
信
託
財

産
残
高
表
の
貸
出
金
勘
定
に
計
上
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

２

令
第
三
条
に
規
定
す
る
貸
出
金
の
信
用
の
供
与
と
し
て
の
額
は
、
同
一
人
に
対
す

２

令
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
貸
出
金
の
区
分
に
属
す
る
信
用
の
供
与
の
額
は
、

る
前
項
に
規
定
す
る
貸
出
金
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
貸
出
金
」
と
い
う
。
）
の

同
一
人
に
対
す
る
前
項
に
規
定
す
る
貸
出
金
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
貸
出
金
」

額
か
ら
当
該
同
一
人
に
係
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
控
除
し
て
計
算
す

と
い
う
。
）
の
額
か
ら
当
該
同
一
人
に
係
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
控

る
も
の
と
す
る
。

除
し
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
信
託
業
務
を
営
む
銀
行
に
対
す
る
預
金
又
は
銀
行
法
第
二
条
第
四
項
に
規

一

当
該
信
託
業
務
を
営
む
銀
行
に
対
す
る
預
金
又
は
銀
行
法
第
二
条
第
四
項
に
規

定
す
る
定
期
積
金
等
の
債
権
を
担
保
と
す
る
貸
出
金
の
額
の
う
ち
当
該
担
保
の
額

定
す
る
定
期
積
金
等
の
債
権
を
担
保
と
す
る
貸
出
金
の
額
の
う
ち
当
該
担
保
の
額

二

国
債
又
は
地
方
債
を
担
保
と
す
る
貸
出
金
の
額
の
う
ち
当
該
担
保
の
額

二

国
債
を
担
保
と
す
る
貸
出
金
の
額
の
う
ち
当
該
担
保
の
額

三

貿
易
保
険
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定

三

貿
易
保
険
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定

す
る
輸
出
代
金
保
険
の
保
険
金
請
求
権
を
担
保
と
す
る
貸
出
金
の
額
の
う
ち
当
該

す
る
輸
出
代
金
保
険
の
保
険
金
請
求
権
を
担
保
と
す
る
貸
出
金
の
額
の
う
ち
当
該

担
保
の
額
又
は
同
法
第
四
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
海
外
事
業
資
金
貸
付
保
険

担
保
の
額

の
付
さ
れ
た
貸
出
金
の
額
の
う
ち
当
該
保
険
金
額

四

貨
物
の
輸
入
者
に
対
す
る
当
該
貨
物
の
代
金
（
当
該
貨
物
に
係
る
運
賃
又
は
保

四

貨
物
の
輸
入
者
に
対
す
る
当
該
貨
物
の
代
金
（
当
該
貨
物
に
係
る
運
賃
又
は
保

険
料
を
含
む
。
）
の
決
裁
に
係
る
本
邦
通
貨
に
よ
る
貸
付
金
（
当
該
貨
物
に
係
る

険
料
を
含
む
。
）
の
決
裁
に
係
る
本
邦
通
貨
に
よ
る
貸
付
金
（
当
該
貨
物
に
係
る

船
積
書
類
到
着
後
六
月
以
内
に
返
済
期
限
が
到
来
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
額

船
積
書
類
到
着
後
六
月
以
内
に
返
済
期
限
が
到
来
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
額



五

信
用
保
証
協
会
が
債
務
の
保
証
を
し
た
貸
出
金
で
あ
つ
て
中
小
企
業
信
用
保
険

公
庫
に
よ
り
当
該
保
証
に
保
険
の
付
さ
れ
て
い
る
も
の
の
額
の
う
ち
当
該
保
険
金

額
（
信
託
業
務
報
告
書
等
）

（
信
託
業
務
報
告
書
等
）

第
十
一
条

信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
は
、
営
業
年
度
（
令
第
二
条
第
二
号
か
ら
第

第
十
一
条

信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
は
、
営
業
年
度
（
令
第
二
条
第
二
号
か
ら
第

十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
金
融
機
関
に
あ
つ
て
は
、
事
業
年
度
。
以
下
こ
の
項
、
次
項

十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
金
融
機
関
に
あ
つ
て
は
、
事
業
年
度
。
以
下
こ
の
項
及
び
次

及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
開
始
の
日
か
ら
当
該
営
業
年
度
の
九
月
三
十
日
（
令

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
開
始
の
日
か
ら
当
該
営
業
年
度
の
九
月
三
十
日
（
令
第
二
条

第
二
条
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
及
び
第
十
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
金

第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
及
び
第
十
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
金
融
機
関

融
機
関
に
あ
つ
て
は
、
当
該
事
業
年
度
の
開
始
の
日
か
ら
六
月
を
経
過
し
た
月
の
末

に
あ
つ
て
は
、
当
該
事
業
年
度
の
開
始
の
日
か
ら
六
月
を
経
過
し
た
月
の
末
日
）
ま

日
）
ま
で
の
間
の
信
託
業
務
の
状
況
に
つ
い
て
、
別
紙
様
式
第
一
号
に
よ
り
信
託
業

で
の
間
の
信
託
業
務
の
状
況
に
つ
い
て
、
別
紙
様
式
第
一
号
に
よ
り
信
託
業
務
報
告

務
報
告
書
を
作
成
し
、
当
該
期
間
経
過
後
三
月
以
内
に
金
融
監
督
庁
長
官
等
に
提
出

書
を
作
成
し
、
当
該
期
間
経
過
後
三
月
以
内
に
金
融
監
督
庁
長
官
等
等
に
提
出
し
な

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
の
縦
覧
等
）

第
十
一
条
の
二

信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
は
、
営
業
年
度
ご
と
に
、
信
託
業
務
に

（
新
設
）

係
る
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
事
項
と
し
て
次
に
掲
げ
る
も
の
を
記
載
し
た

説
明
書
類
を
作
成
し
、
当
該
金
融
機
関
（
代
理
店
を
除
く
。
）
の
営
業
所
等
に
備
え

置
き
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

信
託
業
務
の
内
容

二

信
託
業
務
に
係
る
業
務
及
び
財
産
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

直
近
の
五
営
業
年
度
に
お
け
る
信
託
業
務
の
状
況
を
示
す
指
標
と
し
て
次
に



掲
げ
る
事
項

信
託
報
酬

信
託
勘
定
貸
出
金
残
高

信
託
勘
定
有
価
証
券
残
高

信
託
財
産
額

ロ

直
近
の
二
営
業
年
度
に
お
け
る
信
託
業
務
に
係
る
業
務
及
び
財
産
の
状
況
を

示
す
指
標
と
し
て
別
表
に
掲
げ
る
事
項

２

前
項
の
「
営
業
所
等
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

令
第
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
金
融
機
関
に
あ
つ
て
は
、
営
業
所
（
無
人
の
営
業

所
及
び
外
国
に
所
在
す
る
営
業
所
を
除
く
。
）

二

令
第
二
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る

金
融
機
関
に
あ
つ
て
は
、
事
務
所
（
無
人
の
事
務
所
及
び
外
国
に
所
在
す
る
事
務

所
を
除
く
。
）

三

令
第
二
条
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
及
び
第
十
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲

げ
る
金
融
機
関
に
あ
つ
て
は
、
事
務
所
（
信
用
事
業
以
外
の
事
業
の
用
に
供
さ
れ

る
事
務
所
、
一
時
的
に
設
置
す
る
事
務
所
及
び
無
人
の
事
務
所
を
除
く
。
）

３

信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
説
明
書
類
の

縦
覧
を
、
当
該
金
融
機
関
の
営
業
年
度
経
過
後
四
月
以
内
に
開
始
し
、
当
該
営
業
年

度
の
翌
営
業
年
度
に
係
る
当
該
説
明
書
類
の
縦
覧
を
開
始
す
る
ま
で
の
間
、
公
衆
の

縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
前
項
に
規
定
す
る

期
間
ま
で
に
説
明
書
類
の
縦
覧
を
開
始
で
き
な
い
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
金
融
監

督
庁
長
官
等
の
承
認
を
受
け
て
、
当
該
縦
覧
の
開
始
を
延
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



５

信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
理
由
書
を
添
付
し
て
金
融
監
督
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

６

金
融
監
督
庁
長
官
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、

当
該
申
請
を
し
た
金
融
機
関
が
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
縦
覧
の
開
始
を
延
期
す
る
こ

と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

別
表
（
第
十
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
ロ
関
係
）

（
新
設
）

一

別
紙
様
式
第
二
号
の

の
信
託
財
産
残
高
表
（
注
記
事
項
を
含
む
。
）

二

金
銭
信
託
、
年
金
信
託
、
財
産
形
成
給
付
信
託
及
び
貸
付
信
託
（
以
下
「
金
銭

信
託
等
」
と
い
う
。
）
の
期
末
受
託
残
高

三

元
本
補
て
ん
契
約
の
あ
る
信
託
（
信
託
財
産
の
運
用
の
た
め
再
信
託
さ
れ
た
信

託
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
種
類
別
の
期
末
受
託
残
高

四

た
ん

元
本
補
て
ん
契
約
の
あ
る
信
託
に
係
る
貸
出
金
の
う
ち
破
綻
先
債
権
、
延
滞
債

権
、
三
カ
月
以
上
延
滞
債
権
及
び
貸
出
条
件
緩
和
債
権
に
該
当
す
る
も
の
の
額
並

び
に
そ
の
合
計
額

五

信
託
期
間
別
の
金
銭
信
託
及
び
貸
付
信
託
の
元
本
残
高

六

金
銭
信
託
等
の
種
類
別
の
貸
出
金
及
び
有
価
証
券
の
区
分
ご
と
の
期
末
運
用
残

高
七

金
銭
信
託
等
に
係
る
貸
出
金
の
科
目
別
（
証
書
貸
付
、
手
形
貸
付
及
び
割
引
手

形
の
区
分
を
い
う
。
）
の
期
末
残
高

八

金
銭
信
託
等
に
係
る
貸
出
金
の
契
約
期
間
別
の
期
末
残
高

九

担
保
の
種
類
別
（
有
価
証
券
、
債
権
、
商
品
、
不
動
産
、
保
証
及
び
信
用
の
区



分
を
い
う
。
）
の
金
銭
信
託
等
に
係
る
貸
出
金
残
高

十

使
途
別
（
設
備
資
金
及
び
運
転
資
金
の
区
分
を
い
う
。
）
の
金
銭
信
託
等
に
係

る
貸
出
金
残
高

十
一

業
種
別
の
金
銭
信
託
等
に
係
る
貸
出
金
残
高
及
び
貸
出
金
の
総
額
に
占
め
る

割
合

十
二

中
小
企
業
等
（
資
本
金
一
億
円
以
下
の
会
社
若
し
く
は
常
時
使
用
す
る
従
業

員
が
三
百
人
以
下
の
会
社
又
は
個
人
を
い
う
。
た
だ
し
、
卸
売
業
に
あ
つ
て
は
資

本
金
三
千
万
円
以
下
の
会
社
若
し
く
は
常
時
使
用
す
る
従
業
員
が
百
人
以
下
の
会

社
又
は
個
人
を
、
小
売
業
、
飲
食
店
及
び
サ
ー
ビ
ス
業
に
あ
つ
て
は
資
本
金
千
万

円
以
下
若
し
く
は
常
時
使
用
す
る
従
業
員
が
五
十
人
以
下
の
会
社
又
は
個
人
を
い

う
。
）
に
対
す
る
金
銭
信
託
等
に
係
る
貸
出
金
残
高
及
び
貸
出
金
の
総
額
に
占
め

る
割
合

十
三

金
銭
信
託
等
に
係
る
有
価
証
券
の
種
類
別
（
国
債
、
地
方
債
、
社
債
、
株
式

そ
の
他
の
証
券
の
区
分
を
い
う
。
）
の
期
末
残
高


